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岐阜県指定情報公表センター運営規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４２の

規定に基づき、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会（以下「本会」という。）が実施する介護サービス

情報の公表に関する事務（以下「情報公表事務」という。）に関して、必要な事項を定め、もって情報

公表事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

第２章 事務の実施体制 

（事務の実施体制） 

第２条 情報公表事務を適正かつ円滑に実施するため、本会に指定情報公表センター（以下「公表センタ

ー」という。）を設置するとともに、必要な職員を配置する。 

２ 情報公表事務は、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）、介護保険法施行規制（平成１

１年厚生省令第３６号）、「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平成１８年３月３１日老

振発第０３３１００７号厚生労働省老健局振興課長通知）及び岐阜県手数料徴収条例（平成１２年岐阜

県条例第３号。以下「条例」という。）に定めるところによるほか、この規程により公正かつ適確に実施

するものとする。 

 

（名称） 

第３条 公表センターの名称は、岐阜県指定情報公表センターとする。 

 

（情報公表事務を行う事務所の所在地） 

第４条 情報公表事務を行う事務所（以下「事務所」という。）の所在地は、次のとおりとする。 

岐阜県岐阜市下奈良２丁目２番１号 

 

（事務日及び事務時間） 

第５条 事務所の事務日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（２）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 事務所の事務日における事務時間は、午前９時から午後５時までとする。 

 

（職員等） 

第６条 公表センターに、次に掲げる職員を配置するものとする。 

（１）管理者 

（２）情報公表事務職員 

 

（管理者の業務内容） 
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第７条 管理者は、次の業務を行う。 

（１）情報公表事務の運営管理 

（２）岐阜県知事（以下「知事」という。）が定める「介護サービス情報の公表」計画（以下「計画」と

いう。）の進行管理 

 

（情報公表事務職員の業務内容） 

第８条 情報公表事務職員は、次の業務を行う。 

（１）計画原案の策定 

（２）介護サービス情報の報告の受理 

（３）介護サービス情報の公表 

（４）公表情報等に関する苦情等の対応 

（５）情報の公表手数料の収納に関する事務 

（６）指定調査機関の指定に係る審査に関する事務 

（７）その他情報公表に関して必要とされる事務 

 

（委員会） 

第９条 中立・公正な情報公表事務の実施を確保することを目的として、本会理事会、本会会員の決定と

は独立して情報公表事務の内容等について検討・決定する委員会を設置する。 

２ 委員会に関する規程は、別に定める。 

 

（情報公表事務の経理） 

第１０条 公表センターが行う情報公表事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行う。 

 

（情報公表事務に関する帳簿の管理） 

第１１条 公表センターは、管理者を定めた上で、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、情報公表事務

の全部を廃止するまで保存する。 

（１）介護サービスの報告を受理した年月日 

（２）介護サービス情報の公表を行った年月日 

（３）指定調査機関の指定に係る審査に関する事項 

 

（職員等の秘密保持義務等） 

第１２条 公表センターの役職員又はその職にあった者は、情報公表事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

２ 公表センターの役職員で情報公表事務に従事する者は、法第１１５条の４２第３項において準用する

法第１１５条の３８の規定が適用されるとともに、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第６０条第２項の規定が適用される。 

 

（情報公表事務に係る個人情報の取扱） 
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第１３条 公表センターの役職員は、情報公表事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、本会個人情報

保護規程を遵守するものとする。 

 

（情報公表事務に関する金品その他財産上の利益の収受の禁止） 

第１４条 公表センターの職員等は、情報公表事務に関し、介護サービス事業者（以下、「事業者」という。）

から介護サービス情報公表手数料（以下「公表手数料」という。）とは別に金品その他財産上の利益を収

受することないよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３章 情報公表事務及び手順 

（情報公表事務） 

第１５条 公表センターが行う情報公表事務は、第１６条から第２２条に規定する事務とする。 

 

（計画原案の策定事務） 

第１６条 公表センターは、毎年、計画の原案を策定し知事に提出するものとする。 

２ 計画原案には、次に掲げる事項を一体的に定めるものとする。 

（１）報告に関する計画 

ア 計画の基準日 

イ 計画の期間 

ウ 報告の対象となる事業者 

エ 報告の方法 

オ 事業者ごとの報告の提出先及び提出期限 

カ その他知事が必要と認める事項 

（２）調査事務に関する計画 

ア 計画の期間 

イ 調査事務の対象となる事業者 

ウ 事業者ごとの調査を行う月 

エ 事業者に対し、調査を行う指定調査機関 

オ その他知事が必要と認める事項 

（３）情報公表事務に関する計画 

ア 計画の期間 

イ 情報公表事務の対象となる事業者 

ウ 事業者ごとの公表を行う月 

エ 報告の受理に関する事項 

オ 指定調査機関の審査に関する事項 

カ その他知事が必要と認める事項 

 

（計画の管理） 

第１７条 公表センターは、計画の進捗状況について常に管理するものとする。 
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（介護サービス情報の報告の受理） 

第１８条 公表センターは、計画に基づき事業者が報告する介護サービス情報について、報告内容に記入

もれ等の不備がないこと等を確認して受理するとともに、当該受理日等について適切に管理するものと

する。 

 

（介護サービス情報の通知） 

第１９条 公表センターは、受理した基本情報及び調査情報について、速やかに、調査事務を行う指定調

査機関に対して通知するものとする。 

 

（調査情報の調査結果の受理） 

第２０条 公表センターは、調査を行った指定調査機関から調査情報の調査結果を受理するものとする。 

 

（介護サービス情報の公表） 

第２１条 公表センターは、計画に基づき、事業者ごとの基本情報及び調査情報の調査結果を公表するも

のとする。 

２ 公表の方法は、次によるものとする。 

（１）インターネットによる公表 

公表センターは、岐阜県介護サービス情報公表システムへの掲示により公表を行うものとし、公表

情報が適切に利用者に伝わるよう、利用者の家族、市町村等に対して普及活動に努めるものとする。 

（２）その他の公表方法 

公表センターは、利用者等からの要請に応じて、紙媒体による情報提供、閲覧等についても行うも

のとする。 

 

（公表情報等に関する苦情等の対応） 

第２２条 公表センターは、あらかじめ、利用者、事業者等からの苦情に対応する窓口、担当者等を定め、

これを公表するものとする。 

２ 苦情等の対応の方法は、次によるものとする。 

（１）公表情報に関する苦情対応 

ア 基本情報 

基本情報に関する苦情については、公表センターから事業者に対する照会等を行い、適切な説明

が得られた場合は、事業者又は公表センターから利用者に対する説明を行うものとする。また、こ

の場合、基本情報の訂正が必要な場合は、事業者から基本情報の訂正の報告を受けて、速やかに訂

正するものとする。適切な説明が得られなかった場合は、知事に報告するものとする。 

イ 調査情報 

調査情報に関する苦情については、知事又は指定調査機関を通じて事業者に対する照会、再調査

等を行い、適切な説明が得られた場合は、事業者又は公表センター等から利用者に対する説明を行

うものとする。また、この場合、調査情報の訂正が必要な場合は、事業者からの調査情報の訂正の
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報告を受けて、速やかに訂正するものとする。適切な説明が得られなかった場合は、知事に報告す

るものとする。 

（２）調査結果についての同意を得ることが困難な場合 

公表センターは、指定調査機関から調査結果について同意が得ることが困難なものとして協議があ

った場合は、知事に対して経過等必要な情報を報告し、知事又は指定調査機関（以下「知事等」とい

う。）を通じて事業者に対する照会、再調査等の対応を行うものとする。 

（３）事業者からの調査に関する苦情 

公表センターは、事業者からの調査に関する苦情については、知事等に対して経過等必要な情報を

報告し適宜適切な対応を行うものとする。 

３ 公表センターは、苦情対応経過を記録し、この記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、

知事及び指定情報機関との間で必要な情報を共有するものとする。 

 

第４章 手数料 

（手数料の額及び徴収方法等） 

第２３条 事業者が納付する公表手数料の額、徴収方法及び収納については、条例で定めるところによる。 

２ 公表センターは、あらかじめ事業者に対して、公表手数料の納入先、納入期限等について通知するも

のとする。 

 

（その他） 

第２４条 公表センターは、指定調査機関から事業者への介護サービス情報調査手数料の請求書等の送付

について依頼があった場合は、公表手数料の請求書等とあわせて送付するものとする。 

 

 

第５章 その他 

（その他の事項） 

第２５条 公表センターの情報公表事務の運営状況については、毎年度公表するものとする。 

２ 知事から情報公表事務の実施内容等について必要な資料の提出を求められたとき、又は情報公表事務

に関して改善等の指示があった場合には、速やかに応じるものとする。 

３ この規程に定めるもののほか、公表センターの情報公表事務の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この事務規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この事務規程は、平成２１年５月１日から施行する。 


